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１．計画の概要 
 

1.1 計画策定の目的 
   標茶町では、多くの公共施設（庁舎・校舎等の建築系公共施設）や、道

路・橋梁・上下水道等のインフラ系公共施設等を整備し、行政サービスの
提供、住⺠⽣活の基盤整備等に取り組んできました。 

   しかしながら、これらが時間の経過とともに老朽化し、今後、その安全
性と機能性を確保するための維持管理、更新等には膨大な経費が必要とな
ります。 

   ⻑期的展望においては⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の進展による歳⼊の減少が
予測され、厳しい財政状況の中で、これらの課題への対応が求められるこ
とが予想されます。 

   こうしたなか、本町では平成 29 年３月に「標茶町公共施設等総合管理
計画」を策定（令和４年３月改定）し、公共施設の現状および将来の見通
しを把握し、どのように対処していくべきか基本方針を定めていますが、
施設毎の具体的な整備については、各個別施設計画に委ねられることにな
りました。 

   こうした経緯を受け、本計画では設備、機器ごとの保全方式の選定とと
もに、現状での健全度の判定と、それに基づく⻑期的な保全計画を⽴案す
ることで、ごみ焼却施設の⻑寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減
することを目的として策定するものです。 

 
1.2 対象施設 

   クリーンセンターごみ処理施設 
   焼却方式：ストーカ式、処理能力：８ｔ/日（１炉）、稼働時間：８ｈ/ 
  日、余熱利用：燃焼用空気余熱、給湯、暖房、ロードヒーティング 
 
 1.3 計画の目標年度 
   2026 年度から 2035 年度までの 10 年間とします。保全計画の大幅な見

直しに至る事象が発⽣した場合や、社会情勢等によって取り巻く環境が著
しく変化し場合には、必要に応じて計画内容の見直しを行うこととしま
す。 
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1.4 計画の枠組み 
   本計画は、「廃棄物処理施設⻑寿命化総合計画の⼿引き（ごみ焼却施設

編）（環境省）に基づいて策定するとともに、標茶町が策定している「標
茶町一般廃棄物処理基本計画」との整合を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図１−１ 計画の枠組み
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２．焼却施設 
 

2.1 焼却施設の概要 
   ● 施 設 名 称：標茶町クリーンセンターごみ焼却棟 
          （エネルギー回収施設） 
   ● 所 在 地：北海道川上郡標茶町開運９丁目 21 番地 
   ● 敷 地 面 積：4,335.27 ㎡ 
   ● 建 築 面 積：  873.93 ㎡ 
   ● 延 床 面 積：1,228.82 ㎡ 
   ● 処理対象物：一般可燃ごみ、可燃性粗大ごみ 
   ● 処 理 能 力：８ｔ/日（１炉） 
   ● 焼 却 方 式：ストーカ方式 
   ● 余 熱 利 用：燃焼用空気予熱、給湯、暖房、 
           ロードヒーティング（557 ㎡） 
   ● 煙 突 ⾼ さ：45ｍ 
   ● 事 業 費：14 億 9,040 万円 
   ● 工 期：平成 27 年 11 月 27 日〜平成 30 年 3 月 20 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２−１ 標茶町クリーンセンター敷地全体図 
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３．設備保全計画 
 

3.1 保守点検状況及び維持補修履歴について 
   日常点検や月例点検として機器の点検、車両点検及びクレーン点検を実

施している。また、年２回の定期点検・整備事業では焼却炉を停止し、日
常の運転時には点検・整備ができない箇所の整備を継続的に行い、それら
を通して得られた履歴を蓄積し把握することで、今後の維持管理・整備計
画⽴案の基礎資料とします。 

   竣工から令和６年度まで実施した維持補修履歴について、表３−１にま
とめました。 
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3.2 設備の保全方式（事後保全・予防保全） 
   クリーンセンターごみ焼却施設については、町内唯一の施設であり、ま

た、１炉体制のため機器の故障に伴う施設の緊急停止を回避する必要があ
ります。そのため、保全方式の基本的な考え方としては予防保全を前提と
し、施設の健全な状態を維持し、ごみの受⼊れや焼却業務に直接影響しな
い建築設備等については事後保全としています。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表３−２ 保全方式と保全の内容 
事後保全（BM）  ：Breakdown Maintenance 

 予防保全（PM）  ：Prevention Maintenance 
 時間基準保全（TBM）：Time-Based Maintenance 
 状態基準保全（CBM）：Condition-Based Maintenance 
 

3.3 今後の整備計画について 
   今後の整備計画については、毎年炉を停止して行う点検及び補修工事履

歴を踏まえ、各機器の健全度評価を行った上で、１炉体制のため施設内ご
み保管上停止期間が 20 日間を超えることがないように、計画的な維持管
理・修繕・更新時期の検討と併せて、必要経費の縮減・平準化に充分配慮
したものとします。 

   各機器別の今後 10 年間の整備計画を表３−３に⽰します。 

設備・機器例
 ● 故障してもシステムを停止せず容易に保全

可能なもの（予備系列に切り替えて保全
できるものを含む）。

● 保全部材の調達が容易なもの。

 ● 具体的な劣化の兆候を把握しにくい、あ
るいはパッケージ化されて損耗部のみの
メンテナンスが行いにくいもの。

● 構成部品に特殊部品があり、その調達期
限があるもの。

 ● 摩耗、破損、性能劣化が、日常稼働中あ
るいは定期点検において、定量的に測定
あるいは比較的容易に判断できるもの。

耐火物損傷、ボイラー水
管の摩耗、灰・汚水設備
の腐食等

保全方式

照明装置、予備系列のあ
るコンベヤ、ポンプ類

コンプレッサ、ブロワ等
回転機器類、電気計装部
品、電気基盤等

事後保全
（BM）

状態基準保全
（CBM）

時間基準保全
（TBM）

予
防
保
全

保全方式選定の留意点

（PM）
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   今後は、この整備計画に対して毎年実施する点検整備等の実施内容や、
健全度の評価結果を記録更新し、緊急性や必要性等を考慮し整備スケージ
ュールの見直しを行うなどの運用を行っていきます。 
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４．建築物 
 

4.1 建築物の現状について 
   ごみ焼却施設は平成 30 年 3 月に竣工し、供用期間は８年目となりま

す。 
これまでごみ焼却棟及び付帯施設も含めて、ごみ焼却に影響が出る不具

合は見受けられませんが、建物外壁基礎にクラックや、搬出搬⼊路コンク
リート舗装に損傷等不具合が発⽣しています。 

それぞれの不具合箇所については、緊急性は見受けられないものの経過
観察を行いながら、必要に応じて補修を実施していきます。 

 
4.2 建築物等の維持管理について 

   今後⻑期間に亘る供用期間中の安全性・機能性の維持向上に向けて、次
のような基本的な考えに基づき維持管理を行っていきます。 

 
１）点検・診断等の実施 

     建物、外構及び道路等について、委託先担当者による日常点検を実
施します。劣化状況により専門業者に依頼し、点検結果は修繕、更新
等に活用するとともに履歴を蓄積し経時的な資料とします。 

 
  ２）維持管理・修繕の実施 
     施設を社会資本ストックと捉え、ストックマネジメントの⼿法を用

いて、維持管理および修繕を計画的・効果的に行うことにより、費用
の平準化を図るとともに、施設等に掛かるトータルコストの縮減を図
ります。 

     また、施設の経年変化には、法規の改正による既存不適格の発⽣も
含まれるので、適法性の管理をしていきます。 

     修繕履歴は、点検履歴と同様経時的な資料として蓄積し⻑期的な保
全計画に活用します。 

 
 
 


